
1/1  

○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（名義変更届） （名義変更届） 

第四条 計画の認定を受けた計画（法第十八条第一項の規定による計画の変更

の認定（以下「計画の変更の認定」という。）があったときは、その変更後

のもの）に係る建築物（以下「計画認定建築物」という。）の耐震改修の工

事が完了する前に計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）の

名義に変更があったときは、変更後の認定事業者は、名義変更届（別記第二

号様式）に計画の認定を受けたことを証する書類を添えて知事に届け出るも

のとする。 

第四条 計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、計画の認

定を受けた計画（法第十八条第一項の規定による計画の変更の認定（以下

「計画の変更の認定」という。）があったときは、その変更後のもの）に係

る建築物（以下「計画認定建築物」という。）の耐震改修の工事が完了する

前に認定事業者の名義に変更があったときは、変更前の認定事業者と変更後

の認定事業者が連署して名義変更届（別記第二号様式）に計画の認定を受け

たことを証する書類を添えて知事に届け出るものとする。 

２ 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更受理通知書

（別記第三号様式）により前項の変更後の認定事業者に通知するものとす

る。 

２ 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更受理通知書

（別記第三号様式）により前項の変更後の認定事業者に通知するものとす

る。 

 






















